
項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 11月2日
「すみだモダン」パンフレット等作
成業務委託

株式会社廣村デザイン
事務所

2,999,700

　指定事業者は、ブランディングの一環としてのビ
ジュアルデザインを専門とし、すみだ地域ブランド
戦略推進事業開始当初から、事業全体のコンセプト
を表現しながら、その価値を視覚的に上げるロゴ
マークやパンフレット等の制作を手掛けてきた。本
業務は、区の産業ブランディングを最も効果的に訴
求するための一つであり、これには従来のパンフ
レットのビジュアルデザインを踏襲しながら、さら
にロゴマークとの親和性の高い、新たなデザイン開
発と企画構成等、多岐にわたる緻密な意図が求めら
れる。長期的なブランディングを前提とし、従来の
ビジュアルデザインの開発意図や既存のロゴマーク
等の管理・取扱い等について専門的な知見を持ち、
確実に本業務を履行することができるのは、指定事
業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業振興課

2 11月7日
令和5年度税制改正に伴う課税原票
管理システム改修委託

株式会社ジェイエス
キューブ　営業本部

3,410,000

　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは、指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

税務課

3 11月7日
地方税共通納税システム対象税目拡
大に伴うシステム導入業務委託

株式会社ＴＫＣ 792,000

　指定事業者は、墨田区で運用している「eＬＴＡ
Ｘ審査システムサービス」の提供元であり、著作権
上の理由から本業務を履行することができるのは指
定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

税務課

4 11月8日
墨田区シティプロモーションアン
ケート調査及び分析業務委託

株式会社地域総合計画
研究所

613,800

　本アンケートは、これまでのシティプロモーショ
ンの取組を検証することを目的とし、墨田区基本計
画と関連した調査及び分析が必要である。また、シ
ティプロモーション戦略プランは、令和4～7年度を
事業期間としており、継続して同じ基準で調査を
行っていく必要がある。
　指定事業者は、墨田区基本計画改定支援業務及び
墨田区シティプロモーション戦略プラン策定支援業
務委託の受託者であり、当該計画内容について熟知
しているため、専門的かつ的確に調査分析を行える
唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

広報広聴担
当

5 11月10日

第3種特定自転車駐車場ラック等の
借上（錦糸町駅京葉道路3か所及び
錦糸町駅北斎通り1か所）（再リー
ス）

日通リース＆ファイナ
ンス株式会社　東京支
店

1,484,560

　当該リース物件は、当初のリース期間が終了して
も十分に使用することができる状況であり、かつ、
当初契約の相手方である指定事業者が所有権を有し
ている。
　よって、本業務を履行することができるのは、指
定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

土木管理課

6 11月10日
高校生等医療費助成制度に係る住民
基本台帳システム改修委託

株式会社ジーシーシー
東京支社

5,720,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て支援
課
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7 11月10日 住宅管理システムの保守委託
株式会社ジーシーシー
東京支社

734,800

　指定事業者は、本件業務の保守対象である住宅管
理システムの開発元であり、著作権上の理由から、
本業務を履行することができるのは、指定事業者の
みである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

住宅課
防災まちづ
くり課

8 11月10日
「すみだのオーケストラ」企画等支
援業務委託

公益財団法人墨田区文
化振興財団

1,375,000

　本業務は、すみだトリフォニーホールで開催を予
定している、新日本フィルハーモニー交響楽団の演
奏によるオーケストラコンサートの企画及び実施準
備である。指定事業者は、同ホールの管理者として
同楽団と連携しながら数多くの主催公演を企画・実
施してきたほか、地域に根差した多彩な文化芸術活
動に関わる事業を展開しており、本業務の趣旨を踏
まえた公演の企画・調整を円滑に行うことができる
唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

9 11月11日
学習状況調査（マネジメント推進校
検証分）の実施委託

東京書籍株式会社　東
京支社

1,421,798

　本業務は、「墨田区学習状況調査委託」により調
査を実施した学校のうち、一部の学校において改め
て調査を実施し、その結果を比較検証することを目
的とする。
　よって、本業務を履行することができるのは、
「墨田区学習状況調査委託」の受託者である指定事
業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

すみだ教育
研究所

10 11月24日
「28万人の平和メッセージ」折鶴再
生粘土制作委託

株式会社ユニバーサル
ポスト

891,000
　指定事業者は、折鶴再生粘土の制作をしている唯
一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

11 11月24日
屋内運動場施設の借上（曳舟小学
校）

株式会社ルネサンス 2,420,000

　指定事業者が展開しているスポーツクラブの一つ
であるルネサンス曳舟は、曳舟小学校から最も近い
スポーツ施設であり、学校の屋内運動場の代替施設
として、児童等が安全かつ最小限の時間で移動でき
る唯一の施設である。
　よって、当該施設の所有権を有している指定事業
者以外から借り上げることはできない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

庶務課

12 11月24日
「令和5年はたちのつどい」記念コ
ンサート運営委託

公益財団法人新日本
フィルハーモニー交響
楽団

800,000

　指定事業者は、本区（すみだトリフォニーホー
ル）とフランチャイズ提携をしているオーケストラ
であり、区行事への理解・協力体制が整っているた
め、通常よりも著しく安価にコンサート演奏を依頼
することが可能である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

13 11月24日
「墨田区のお知らせ（新型コロナウ
イルスワクチン予防接種特集号）」
の印刷

ヨシダ印刷株式会社
東京本社

1,525,700

　「墨田区のお知らせ」の特集号として、区報に準
拠した紙面づくりをする必要があり、本業務を履行
することができるのは年間を通して区報の印刷をし
ている指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健予防課
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

14 11月28日 労務条件等調査委託
東京都社会保険労務士
会

1,100,000

　本業務は、労務条件についての調査を行うもので
あり、関係法令の知識及び労務条件に対する見識が
必要である。労働・社会保険諸法令及び人事・労務
管理の専門家である社会保険労務士は、本業務に最
適な人材である。指定事業者は、社会保険労務士が
必ず入会しなければならない団体であるため、個々
人ではできない統一した基準・方法・考え方等によ
り調査をすることができる都内唯一の事業者であ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

契約課

15 11月29日
令和5年度（2023年度）墨田区各会
計予算書の印刷

大東印刷工業株式会社 3,484,800

　指定事業者は前年度の版データを所有しており、
再三の校正や緊急の印刷に対応できる設備と人員を
保有しているため、区内で本業務を短期間で履行す
ることができる唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

財政担当

16 11月29日
新型コロナウイルス感染症に係る保
健所業務等補助業務委託（その2）

株式会社メディカル・
コンシェルジュ

21,043,792

　本件は、新型コロナウイルス感染症陽性者の急増
に伴い、看護師等による積極的疫学調査等の業務を
速やかに実施する体制を早急に整備する必要があ
り、競争入札を行う時間的余裕がない。
　指定事業者は、指定する日までに、コロナ禍で需
要が高い保健師又は看護師を確実に確保でき、か
つ、当該業務を遂行できる体制を整えることができ
ることから、本業務を確実に履行することができる
指定事業者を指定する。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

保健予防課
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